
議案第７３号 

海老名市農業委員会委員及び海老名市農地利用最適化推進委員の定数に 

関する条例の制定について 

海老名市農業委員会委員及び海老名市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

を別紙のとおり定める。 

  平成２７年１２月３日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、海老名市農業委員会委員及び海老名

市農地利用最適化推進委員の定数を定めるため

19



海老名市農業委員会委員及び海老名市農地利用最適化推進委員の定数に 

関する条例 

 （海老名市農業委員会委員の定数） 

第１条 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第２項の規定

により、海老名市農業委員会委員の定数は、１４人とする。 

（海老名市農地利用最適化推進委員の定数） 

第２条 農業委員会等に関する法律第１８条第２項の規定により、海老名市農地利用

最適化推進委員の定数は、６人とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （海老名市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止） 

２ 海老名市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例（昭和３０年条例第１

１号）は、廃止する。 
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